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「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に関する条例」 

の一部改正に対する市民の皆様からの御意見と御意見に対する本市の考え方について 

 

 

１ 市民意見募集の結果 

 ⑴ 実施期間 

   平成２５年１２月４日（水）～平成２６年１月６日（月） ３４日間 

 

 ⑵ 御意見数 

区  分 御意見数 

今回規定する条例に共通する独自基準に関するもの １件 

地域包括支援センターのみに適用する独自基準に関するもの ４件 

その他 ２件 

合  計 ７件 

 

２ 御意見の内容と本市の考え方 

⑴ 今回規定する条例に共通する独自基準に関するもの（１件） 

市民の皆様の御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

 暴力団排除については，市民が安心し

て暮らすために大切なことである。 

１  市民の皆様が安心・安全に介護保険のサービスを

御利用いただけるよう，引き続き，取組を推進して

まいります。 

 

⑵ 地域包括支援センターのみに適用する独自基準に関するもの（４件） 

市民の皆様の御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

国基準を上回る人員配置を条例化する

ことについて，賛成である。高齢者福祉

の要となる地域包括支援センターの更な

る充実を図って欲しい。 

４ 本市に暮らす高齢者一人ひとりが住み慣れた地域

で安心して暮らし続けるための仕組みである「京都

市版地域包括ケアシステム」の中核機関として，引

き続き，地域包括支援センターの体制の充実に取り

組んでまいります。 

 

⑶ その他（２件） 

市民の皆様の御意見 件数 御意見に対する本市の考え方 

 介護予防を推進するために，医療機関

の近くに市民スポーツセンターを併設す

る等の工夫をすることが望ましいのでは

ないか。 

１ 本市におきましては，地域の介護予防の拠点とし

て，市内１２箇所に地域介護予防推進センターを設

置し，地域の身近な場所への出張による介護予防プ

ログラムの提供のほか，地域での自主的な介護予防

に関する活動支援を行っております。 
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引き続き，地域介護予防推進センターを中心とし

て，高齢者の皆様が，できる限り介護を必要とせず，

いつまでも元気に暮らし続けられるよう，介護予防

の取組を推進してまいります。 

居宅介護支援事業所の人員配置基準に

ついて，利用者数１２人につき１人以上

の配置とし，利用者の状態に応じて週に

２～３回の買い物支援を行う等，サービ

ス提供の充実を図るべきではないか。 

１ 御意見にあります買い物支援等，利用者への直接

的な支援は，訪問介護事業所（ホームヘルプサービ

ス）等によりサービスが提供されており，利用者の

状態等に応じて適切な頻度で御利用いただくことと

なっております。 

なお，居宅介護支援事業所は，介護支援専門員（ケ

アマネジャー）が，これらサービスの種類や内容，

利用頻度等を定めた計画（ケアプラン）を作成する

とともに，サービスを提供する訪問介護事業所等と

の連絡調整等を行うサービスとなります。 

 


